
日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　みや ら りつ こ

福祉相談【宮良律子】･･･生活のための手段や生活費に
関する相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎ  ま  ゆう こ

障害福祉なんでも相談【儀間優子】･･･障害のある方や、
発達が気になる方、その家族などが抱える悩み・困りご
とに関する相談
　　　　　　　　 かきのはなほうじゅん

法律相談【垣花豊順（弁護士）】･･･法律に関するあらゆ
る相談（相談時間：13時～16時）
　　　　　　　　　　　　  な  か あき お

司法書士相談【名嘉章雄（司法書士）】・・・不動産相続や
贈与、借金問題、遺言や公正証書等の相談（※相談時間：
13時～16時）
　　　　　　　　　　　　　　　　  たま な   は よし え

消費生活・家庭相談【玉那覇良江】･･･訪問販売、契約の
トラブル、サラ金等の借金問題や親子・夫婦間の悩み、
近隣トラブルなどの相談
　

問 合 せ西原町社会福祉協議会
事前予約☎945-3651　 FAX946-6777
電話相談☎835-8822（※17時以降、留守番電話）

 【お問い合わせ】　福祉部　福祉保険課　社会福祉係　☎911-9163

　西原町では、長寿をお祝いし、敬老思想の高揚を図ることを目的として「敬老祝金・記念品」を支給します。
対象者の方には案内文を送付します。

敬老祝金等の対象者・支給額のお知らせ

【対象者・支給額】

支給額

記念品

トゥシビー（数え85歳）
（S10.1.1～12.31生）

3,000円
ー

トーカチ（数え88歳）
（S7.1.1～12.31生）

3,000円
台紙付写真

カジマヤー（数え97歳）
（T12.1.1～12.31生）

5,000円
台紙付写真

満100歳
（T8.4.1～T9.3.31生）

5,000円
ー

平成31年4月26日現在 人口：（男）17,814人　（女）17,476人　（男女計）35,290人　世帯数：14,612世帯

〜

　後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
均
等

割
に
つ
い
て
、今
ま
で
9
割
軽
減
と

な
っ
て
い
た
方
は
今
年
度
よ
り
8
割

軽
減
に
変
わ
り
ま
す
。詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
、後
期
高
齢
医
療
被
保
険

者
へ
沖
縄
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
よ
り
送
付
さ
れ
る
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】福
祉
部

　福
祉
保
険
課

後
期
高
齢
医
療
係

☎（
9
1
1
）9
1
6
3

　平
成
31
年
3
月
31
日
現
在
の
西

原
町
の
予
算
執
行
状
況
、
保
有
財

産
、
町
債
償
還
状
況
等
を
町
H
P

に
て
公
表
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。
H
P
ト
ッ
プ
↓
財
政
↓

財
政
事
情
書
↓
平
成
30
年
度

【
問
合
せ
】総
務
部

　企
画
財
政
課

財
政
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　工
業
統
計
調
査
は
日
本
の
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

統
計
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

で
す
。
調
査
結
果
は
中
小
企
業
施

策
や
地
域
振
興
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
票
へ
の
ご

回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
調
査
対
象
】従
業
者
4
人
以
上
の

す
べ
て
の
製
造
事
業
所

【
問
合
せ
】総
務
部

　企
画
財
政
課

統
計
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　総
務
省
統
計
局
（
沖
縄
県
・
西

原
町
）
で
は
、
6
月
よ
り
経
済
セ

ン
サ
ス
基
礎
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
は
、
す
べ
て
の
産

業
分
野
に
お
け
る
事
業
所
の
活
動

状
態
等
の
基
本
的
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
や

一
部
の
事
業
所
に
は
、
統
計
調
査

員
が
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
又
は
郵
送

に
よ
る
調
査
へ
の
ご
回
答
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】総
務
部

　企
画
財
政
課

統
計
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　西
原
町
男
女
共
同
参
画
条
例

で
、
6
月
は
男
女
共
同
参
画
月
間

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
原
町

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

均
等
割
が
９
割
軽
減
の
皆
様
へ

平
成
30
年
度
下
半
期
西
原
町

財
政
事
情
書
の
公
表
に
つ
い
て

経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

「
地
域
間
連
携
・
交
流
イ
ベ
ン
ト

助
成
事
業
」助
成
金

６
月
は
男
女
共
同
参
画
月
間
で
す

農
業
者
年
金
に
つ
い
て

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

2
0
1
9
年
工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

で
は
期
間
中
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
実
現
を
目
指
し
て
パ
ネ
ル
展

を
実
施
し
ま
す
。

【
開
催
期
間
】6
月
17
日
（
月
）〜
6

月
28
日
（
金
）

【
場
所
】西
原
町
町
民
交
流
セ
ン

タ
ー
町
民
広
場（
役
場
庁
舎
内
）

【
問
合
せ
】総
務
部

　企
画
財
政
課

男
女
共
同
参
画
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

　中
部
広
域
圏
の
個
性
豊
か
な
地

域
特
性
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
、

50
万
人
都
市
圏
に
ふ
さ
わ
し
い
中

部
広
域
圏
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
、
中
部
広
域
圏

内
の
連
携
・
交
流
イ
ベ
ン
ト
に
対

し
て
助
成
す
る
事
業
で
す
。

【
助
成
対
象
イ
ベ
ン
ト
】

（
1
）関
係
市
町
村
の
団
体
が
連
携

し
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
、も
し
く
は
交

流
で
き
る
イ
ベ
ン
ト

（
2
）関
係
市
町
村
の
住
民
が
主
体

的
に
交
流
で
き
る
イ
ベ
ン
ト

【
助
成
の
対
象
団
体
等
】関
係
市
町

村
が
推
薦
す
る
団
体

【
助
成
額
】

（
1
）関
係
市
町
村
1
市
町
村
あ
た

り
21
万
円
以
内

（
2
）複
数
の
関
係
市
町
村
の
団
体

等
が
連
携
し
て
開
催
す
る
イ
ベ
ン

ト
は
、1
市
町
村
あ
た
り
の
助
成
金

を
超
え
な
い
範
囲
で
合
算
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
提
出
期
限
】8
月
23
日（
金
）

【
申
請
窓
口
】総
務
部

　企
画
財
政

課

　地
域
振
興
係

☎（
9
4
5
）4
5
3
3

【
問
合
せ
】中
部
広
域
市
町
村
圏
事

務
組
合

☎（
9
2
9
）1
6
8
5

　国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者

で
60
歳
未
満
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
し
て
い
る
方
は
、
だ
れ

で
も
加
入
で
き
ま

す
。
詳
細
は
農
業

者
年
金
基
金
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】農
業
委
員
会

☎（
9
4
5
）5
2
8
1

J
A
お
き
な
わ
西
原
支
店

☎（
9
4
5
）5
2
2
5

介護保険料以外は西原町役場支払窓口でも支払可能（開庁時間8：30～17：15）お昼休みも支払い可

6月分

種　目 納期限 口座振替日

町県民税

学校給食費　（6月分）

保育所保育料（6月分）

幼稚園保育料（6月分）

預かり保育料（6月分）

（1期）

6月10日（月）

7月10日（水）

7月1日（月）

6月666月

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

総 合 相 談

月

火

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　8時30分～17時15分（12時～13時
を除く）

　　　　　　　　　うちまやすのぶ　 あらかきかつえ   うえまえかずよ

相 談 員　内間安延、新垣克枝、植前和代
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり

相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
　　　　　　　　    ほかま

相 談 員　外間
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相談全般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  ご   や  まさのり　    ご   や  かつ じ　    よ  な みねひとし　 い れい

相 談 員　呉屋正則、 呉屋勝司、 與那嶺 等、 伊礼キヨ、
　　　　　　　　　しも  じ  ひろくに　  かわみつ

 　下地宏邦、 川満ヤス子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談
水

木

金

幼稚園保育料（6月

預かり保育料（6月

総 合 相 談

日　時 6月5日（水） 13時～16時
西原町役場　正面玄関内ロビー
新垣朝憲（総務大臣委嘱）

場　所
相談員

あらかきとものり

※予約不要、相談無料で秘密は固く守られます。
※行政苦情110番（0570－090－110、8：30～17：15）でも相談を受け付けています。

新垣委員

「行政」への意見・要望・苦情を伝えたい
～行政相談所～

【お問い合わせ】総務部 総務課  広報係　☎ 945-5011

行政相談委員（以下、相談員）は、毎日の暮らしのなか
で感じている国などの行政機関に対する苦情や意
見、要望を直接受け付け、その解決、実現に努めます。

←与那原 中城→

内間交差点小那覇交差点

ローソンココ

サンエー
西原シティ

250m

西原町字内間111-2
TEL.882-9155

お 見 積 り 調 査 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給排水工事指定店》

水道管取替え工事

下水道接続工事

ホームページ フェイスブック ツイッター 広報にしはら

ゆいわらび(子育て情報) さわりんインスタグラム さわりんフェイスブック

16広報にしはら No.568 R1.6.117 広報にしはら No.568 R1.6.1


